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             要      旨 

１ 作成の背景 

    新たな知識情報社会への転換に向けて、平成 22 年５月 11 日に、高度情報通信

ネットワーク社会推進戦略本部が「新たな情報通信技術戦略」を公表した。その重点

戦略は、①国民本位の電子行政の実現、②地域の絆の再生、及び、③新市場の創

出と国際展開であり、その実現のために問題点を明らかにし、法的な側面からの検

討を行う必要がある。また、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、これら

のＩＴ戦略が、震災からの復興とその後の「安心・安全・持続可能」な社会に向けて、

どのような意義を有するか、修正する場面はないか、を問うものとなった。そこで、本提

言は、上記の「新たな情報通信技術戦略」の法的側面からの検討に加えて、法シス

テムの観点からみた、この大震災の克服を含めた新たな「最適ＩＴ社会」の実現への

意見を提示するものである。 

 

２ 現状及び問題点  

   今後の「最適ＩＴ社会」を考えるうえでは、まず、(1)新たな情報通信技術

をどのように活用すべきか、という問題がある。この観点から、本提言では、

スマートエネルギーネットワークとクラウドコンピューティングを取り上げ

る。また、(2)ＩＴ戦略では、電子行政の基盤として、共通番号制度の導入が

予定されている。この共通番号制度をめぐっては、個人情報の保護をどのよ

うに図るか、ということが重要な課題である。さらに、(3)情報通信技術を活

用した法教育のあり方とそれを実現させる環境の整備が課題となる。そして、

(4)喫緊の課題としては、東日本大震災からの復興という要請に、「最適ＩＴ

社会」がどのように応えるべきか、という点を挙げることができる。 

 

３ 提言等の内容 

（以下の内容は上記の「新たな情報通信技術戦略」に対応している。） 

(1) 新たな情報通信技術の展開 

① 東日本大震災後の新しい国作りにあたって、再生可能エネルギーの導入

を含む、電気・ガス・熱等のエネルギー全体の最小最適利用を促進する観

点から、スマートエネルギーネットワークをどのように構築してゆくか、

それを実現する立法をどう行うか、が、喫緊の課題である。 

② クラウドコンピューティングに関しては、クラウドサービスの利用契約から生じる問

題と、データの保管から生じる問題とがある。前者に関しては、明確な契約を当事

者間において定めておくことが望ましい。また、後者に関しては、データの漏えいに

対して顧客が業者の不法行為責任を追及しうる。いずれにしても、インフラを根拠

とした責任の制限を認めるべきではない。 
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③ クラウドコンピュ－ティングにおける著作物の利用主体をどう考えるべ

きかについては、最高裁判例の射程を見定めつつ、新規事業の円滑な発展

を期すべく検討されるべきである。 

(2) ＩＴ社会における個人情報の保護 

  ① 共通番号制度の導入に当たっては、住基コード以外に新たな番号制度が 

必要か、共通番号の可視化利用が成りすまし犯罪を誘発することにならな 

いか、給付付き税額控除導入に納税者番号が必要か、また、分野別に異な 

る番号を限定利用することの可否などを、十分に議論しなければならない。 

②  共通番号制度は、大災害時に被災者救援・震災地復興に貢献する側面も

ある。その導入に当たっては、十全の個人情報保護措置、とりわけ第三者

機関設置が必須である。その機関は、独立性が確保され、また、今後、個

人情報保護全般を対象とすべきである。  

③   ＩＴ社会におけるプライバシー権は、「自己の情報をコントロールする

権利」という側面のほかに、そのコントロールができない場合に、「自己

の情報が保護されることを期待する権利」としての側面を有している。 

 

(3) ＩＴ社会における法教育 

「法教育」の推進という観点から、デジタル化された教材・情報の整備、 

ＩＴを利用した生涯学習、法教育の素材・内容としてのＩＴリテラシー、法

参加に至る自律的な法学学習を支えるＩＴ環境の整備が重要である。 

 

(4) 地域の絆の再生と新市場の創出 

重要課題となる中小企業の構造的・安定的な資金調達のために、コンピュ 

ータ化された動産・債権譲渡登記の改善によって在庫動産担保や売掛金担保

の更なる強化をはかり、在庫の確認と物流の確保のためにＩＣタグを活用し、

決済と融資の効率化のために電子記録債権の活用を推進し、それらに対応可

能なように中小企業のＩＴ格差の解消をはかる。 

 

(5) まとめ―ＩＴ社会の「最適化」の視点 

「新たな情報通信技術戦略」の実施に際しては、次の点を考慮すべきである。①Ｉ 

Ｔ社会のマクロ的把握（エネルギー政策、クラウドコンピューティング）とミクロ的把握

（国民生活、個人情報等）のバランスを図るとともに、②短期的視点（震災対応も加

えた、より緊急性の高い問題）と長期的視点（持続可能な安心・安全な社会の構築、

それを支える教育の問題）を区別すべきである。そして、①②を踏まえて、東日本大

震災の復興の要請から、緊急性を見直し、「戦略」中の優先順位付けを最重視しつ

つ、「国民本位の地域行政」という観点に徹して、本提言が各論で示した施策等を、

費用対効果の高い形で行うべきである。 
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 はじめに  

  

日本学術会議第 20 期の第一部法学委員会におかれた「ＩＴ社会と法分科会」

は、平成 20 年 7 月に、『電子社会における匿名性と可視性・追跡可能性―その

対立とバランス―』と題する報告を公表した。情報の流通と保護のバランスを

論じて、これからの電子社会の適切な発展のための施策と留意点を提示したも

のである。第 21 期の本分科会は、それに引き続き、高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部（略称 ＩＴ戦略本部）が平成 22 年 5 月に発表した「新たな

情報通信技術戦略」を分析して、それに法的根拠づけを行うことを目的とする

研究を開始した。ただ、そのとりまとめの段階に入った平成 23 年 3 月 11 日に

発生した東日本大震災は、本分科会の目的設定に（さらにはＩＴ戦略本部の「新

たな情報通信技術戦略」自体にも）、再検討を促すこととなった。 

もちろん、ＩＴ戦略の基本的な方向性（国民本位の地域行政等）は適切であ

るとしても、短期的には、「復興」という重要な要素が加わり、中長期的には「安

心・安全・持続可能」という視点がより重視されることになったと考えられる。  

また、ミクロ的には国民個々人の生活環境の整備やそれにかかわる教育の問

題、マクロ的には国の情報通信網やエネルギー政策の問題など、国民レベル、

国家レベルの両面から改めてＩＴ戦略の見直しをする必要があると考えられる。 

もちろん、共通番号制度など、現在検討されあるいは準備を進められている

施策については、それ自体の論点整理の問題はそのまま存続するが、それに何

か力点の置き方を変えなければならない部分があるか等の検証も行っておく必

要がある。 

本提言は、それらの複数の視点から、東日本大震災を乗り越えての新たな「最

適ＩＴ社会」の実現のための提言を、ＩＴ戦略本部に対して（また関連する省

庁に対して）行おうとするものである。ちなみにここでいう「最適」とは、技

術革新による効率や便利さの向上のみを追うのではなく、国民の安心安全によ

り配慮した情報通信技術の導入や、その新制度導入の際の費用対効果等にも配

慮した、総合的に最も望ましい社会構築を意識した概念である。 

構成は、以下１の総論でＩＴ化政策の目的と効果について述べた上で、２以

下の各論では、第１に新たな情報通信技術の展開と社会を論じ、スマートエネ

ルギーネットワークやクラウドコンピューティングの問題を検討する（２から

４）。第２に、ＩＴ社会における個人情報の処理を扱い、共通番号制度の問題と

国民ＩＤ時代に向けたプライバシーや個人情報保護の問題を検討する（５から

７）。第３に、ＩＴ社会における法教育の問題を論じ（８）、第４に、地域の絆

の再生と新市場の創出の絡み合った問題として、中小企業を中心とした地域経

済の活性化の問題を論じる（９）。そして、末尾のおわりにでは、本提言のポイ

ントをまとめる。  
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１ 総論―ＩＴ化施策の目的と効果 

              

  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（略称 ＩＴ戦略本部）が平成

22 年 5 月に発表した「新たな情報通信技術戦略」においては、「新たな国民主

権の確立」を副題に掲げて、重点三本柱として①国民本位の電子行政の実現②

地域の絆の再生③新市場の創出と国際展開を挙げ、その三本柱の実現のために、 

・ 府省縦割りを排し政治主導により機動的に実行できるよう本部体制を見直し  

・ 従来と比べ、期限を切り、より具体的に  

・ 新成長戦略と連携  

という３点のポイントを挙げている。 

このうち、上記①については、これまでの電子行政が、国民本位の制度設計

でなかったために、利用率が相当に低く、十分な効果を上げていなかったこと、

また、各省庁がバラバラにシステムやデータベースを構築したために、費用対

効果という点でも大いに疑問の残る結果となっていたことが反省されなければ

ならないと思われる。縦割り行政の欠点を克服するために、たとえば内閣官房

などがイニシアティヴをとって、国レベルのＩＴ化システムの統合や最適化を

図るべきであろう。そして、「国民本位」ということが単なるスローガンに終わ

らないためには、利用者たる国民のＩＴレベルを確認して、制度の「使いやす

さ」を重視した設計に留意すべきであろう。  

②については、まさに東日本大震災がこのことの重要性を強調する結果とな

った。緊急時にも平時にも安定的に地域社会を支える情報通信技術の開発が喫

緊の課題となっている。そして、この問題を「国民本位で」検討する場合に一

つの重要な示唆を与えるのが、日本学術会議第 20 期の「ＩＴ社会と法分科会」

が 2008 年 7 月に公表した報告『電子社会における匿名性と可視性・追跡可能性

―その対立とバランス』に示された、「電子社会は、電子技術、ネットワーク技

術の著しい進展とともに、匿名の社会のようで、可視性の高い社会という、微

妙な均衡の上に成り立っている」（同報告２頁）という認識であろう。公的情報

の伝達・共有のシステムの強化と同時に、私的・個人的情報の活用と保護のバ

ランスが、「匿名性」と「可視性」という要素の勘案の上にはかられなければな

らないからである。 

③については、国内市場については、復興から新市場の創出へというプロセ

スがどのようにスムーズに連続性を持って進められるかという観点が重要であ

ろう。またそこでは、上記の「新成長戦略と連携」というポイントも意識され

なければならない。そして、この分野でのＩＴ法の役割は、おそらく国内的に

は中小企業の資金調達への支援が中心となり、一方で国際展開という意味では、

大企業を中心としたＩＴ化取引システムの国際基準への適合支援、という方向

に向かうと思われる。  
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２ スマートエネルギーネットワークの法戦略 

(1)  スマートエネルギーネットワークとは何か 

スマートエネルギーネットワーク（以下、「ＳＥＮ」という。）には、現

在、広く了解された明確な定義はない。ここでは、電力に係るスマートグリ

ッド（以下、「ＳＧ」という。）を含み、ガス体エネルギー及び熱のネット

ワーク等をも組み込み、住宅・オフィス・工場等への面的広がりを有しつつ、

ＩＣＴ（Information and Communication Technology：以下、ＩＴと同義

で用いる。）による各種センサー及び「見える化」技術等を通じて、一定地

域全体としてのエネルギーに係る需要と供給を高度かつ自律的に制御し、そ

の最小最適利用を促進する技術、商品、概念等の総称とする。なお、ここで、

ＳＧとは、ＩＣＴを活用して電力需給を自律的に調整する機能を持たせつつ、

省エネ・コスト削減・信頼性及び透明性の向上を目指した新しい電力網（系

統及び配電網）の総称とする。現在、両者の関係は必ずしも明確ではないが、

個々の要素技術（電力系統、コジェネレーション（ＬＮＧタービンによる熱

電併給）、燃料電池、蓄電技術、スマート住宅、スマートメーター、電気自

動車、これに利用されるＩＣＴ）をめぐる競争は、業態を越えて広範に広が

りつつある。  

(2) 現況 

従来、わが国において、ＳＥＮないしＳＧは、環境政策及び電気・ガス事

業政策の観点から、省エネ・省コストによる CO2 削減等を目的として、電気

事業においては風力・地熱・バイオマス等の再生可能エネルギー（特に太陽

光発電）の利用、それを支える系統安定化、分散型電源の管理、配電自動化、

ビル・住宅・工場等の省エネ化、電気自動車、蓄電技術、需要家との通信に

よる「見える化」によるデマンドコントロール等を中心に、またガス事業に

おいても同じくバイオガス等の再生可能エネルギーの利用、コジェネレーシ

ョン機器等の稼働に伴う熱利用、それを支える導管網の整備、ビル・住宅・

工場等の省エネ化、需要家との通信による「見える化」によるデマンドコン

トロール等、さらにはＳＧを含む一定地域全体としてのエネルギーに係る需

要と供給の制御とその最小最適利用を中心として、その構想が論じられてき

た。また、地域ＥＭＳ(Energy Management System)、ＢＥＭＳ(Building 

EMS)、ＨＥＭＳ(Home EMS)、電気自動車の充電ネットワーク等の実証実

験も行われてきている。  

(3) 東北地方太平洋沖地震を踏まえてのＳＥＮの意義 

加えて、本年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（以下、「東日

本大震災」という。）以降、被災地の復興ビジョンにおいて、ＳＥＮないし

ＳＧは、過疎化・高齢化に対応するコンパクトシティのデザインと並んで、

地球環境と調和した各コミュニティのエネルギー需給を、法システムとして、
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新たにどのようにデザインしていくべきかという課題への回答として、復興

構想の喫緊の主題の 1 つになる。  

また、今後、未曾有の大惨事となった東日本大震災および東京電力福島第

1 原子力発電所事故（以下「福島原発事故」という）の経験を経て、わが国

のエネルギー政策及び環境政策に係る法システムの基本に据えられてきた

原子力発電のあり方は、根本的に問い直され得る。供給サイドの観点では、

経済社会全体の原子力発電への依存度を低下させ、ＬＮＧの一層の利用、太

陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギー及び分散型エネルギーの積

極的な利用、またその奨励等への政策シフトが考えられる。また、需要サイ

ドでの節電・省エネの観点から、人々の暮らし方・産業での電力消費の形態

等を含め、強制的な供給遮断（例、スマートメーターを導入すれば可能）等

を含むエネルギーの最小最適利用のあり方が、産業需要家・家庭等でのデマ

ンドコントロールと共に、検討されることが考えられる。このような法シス

テム上の根本的な政策転換を支え、かつ貫く有効な手段・考え方・具体的装

置としても、ＳＥＮないしＳＧの意義と役割は非常に大きい。  

(4) 今後の課題 

しかし、今後、わが国でＳＥＮないしＳＧを積極的に構築していくには課

題もある。1 つには、現在、再生可能エネルギーの利用については、主とし

て太陽光発電に絞ってその普及促進が図られており、余剰電力の買取制度も

導入されてきたところ、風力・地熱・バイオガス等その他の再生可能エネル

ギーやコジェネレーション等の抜本的かつ可及的速やかな利用・導入をどの

ように図るかについて、買取制度の拡大等その奨励策も含めて立法化が待た

れる（参照、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法案）。2 つには、こうした分散型エネルギーの既存の電力系統または

導管ネットワーク等への引き込み・利用の条件等（託送料金を含む）のあり

方についても、電力等における従来の構造分離を伴わない日本版規制改革と

呼ばれる法システムに軌道修正が必要になるかもしれない。3 つには、大口・

家庭を問わず、需要家に対するエネルギーの使用量の「見える化」と最小最

適規模利用へのインセンティヴ付与が重要になると思われ、各種分散型エネ

ルギーの買取料金の市場化の手法の開発と並び、電気料金・ガス料金の体系

及び水準の変更のあり方、スマートメーター等による強制遮断等を含むデマ

ンドコントロールの導入等に係る新たな法システムが必要になろう。  

一定地域での、このような多数・多種多様な需要家の束とエネルギー供給

主体の束（同一主体が需給両面で主体ともなり得る）とを結ぶ、双方向・多

方向での瞬時で利便性が高く、かつ信頼性の高い情報のやりとりにおいて、

ＩＣＴの役割は決定的に重要である。現在各々閉じられた各種エネルギーの

ネットワークを横断的につなぎ、かつ価格をシグナルとした需給両サイドで
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のエネルギーの最小最適規模での需給マッチングの達成のために、その意味

で“スマート”にするために、ＩＣＴの高度かつ柔軟な利用は不可欠である。

なお、ＳＥＮの構築にあたっては、各政策の部分最適が必ずしも全体最適を

自明に導くとは限らないことに留意し、不断の検証を行いつつ政策展開を図

らなければならない。  

最後に、政府においては、早急に、わが国の産業インフラの競争力維持・

強化を前提に、以上を含む総合エネルギー政策及び目指すべき経済社会の指

導像を示すことが極めて重要である。また、とりわけ被災地の復興計画で、

それらと環境政策及び成長戦略をつなぐ論理を明確に示すことが求められ

ている。  

 

 

３ クラウドコンピューティングに伴う民事法上の課題 

  (1) クラウドコンピューティング 

 クラウドコンピューティングは、「新たな情報通信技術戦略」では、「クラ

ウドコンピューティングサービスの競争力確保等」が個別課題として上げら

れているだけではなく、他の諸課題の実現の前提となる基盤整備という側面

においても数カ所で言及されている横断的な課題である。  

  さらに、東日本大震災やその後の福島原発事故による計画停電において、

企業や自治体が自らサーバーを維持してデータを保管する必要のないクラ

ウドコンピューティングが、事業継続計画（ＢＣＰ）やリスクマネジメント

の観点からも改めて注目を集めている。  

  クラウドコンピューティングに明確な定義はないが、数年前に注目された

SaaS (Software as a Service)が、アプリケーション・ソフトウエアを中心に

考えられていたのに対して、認証や課金等のためのプラットフォーム、ハー

ドウエア、さらには業務上のデータの預託をも含めて理解されている。  

  クラウドコンピューティングから生じる法律問題は、クラウドサービス業

者提供のハードウエアやソフトウエアの利用契約から生じる問題と、データ

センターでのデータ保管から生じる問題に大別できる。後者は、個人情報保

護、知的財産保護（４参照）、データの捜索や押収などの刑事法、各種行政

規制などの多様な問題を含む。とりわけ、行政機関向けのクラウドサービス

については、機密保持等の特別の配慮が必要となる。したがって、クラウド

コンピューティングの普及に向けては、技術基盤、ビジネスモデルの確立と

並んで、法制度の基盤整備が必要である。  

  (2) 契約上の問題点 

 クラウドサービスの当事者間における契約上の紛争の解決のためには、ク

ラウドサービスに関する契約が民法の定める典型契約のいずれに該当する
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のかがまず手がかりになる。クラウドサービスを構成するハードウエア、ソ

フトウエア、データのそれぞれについて検討する必要があるが、これら３つ

が一体となっているところに特徴があるから、１つの混合契約としての非典

型契約と考えるのが適切であろう。この点は、法制審議会で審議中の民法債

権法改正において、民法に規定する典型契約を新たに増やすか、またどのよ

うに再編成するかの議論ともからむ。 

  ただし、契約の法性決定に紛争解決をすべて委ねるよりは、クラウドサー

ビス業者としてどの範囲で品質を保証し、また責任を負うかについてのサー

ビスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）をあらかじめ契約で定めておくことが、

紛争予防と利用者からの業者選択に資する。消費者向けのサービスでは、業

者の責任を不当に免責・軽減する条項は消費者契約法上無効となる。  

  事業者向けのクラウドサービスにおいても、利用者たる事業者に顧客がい

る場合、すなわち、Ｂ-Ｂ-ＢやＢ-Ｂ-Ｃの場合について、特段の検討が必要で

ある。クラウドサービス業者は事業者の履行補助者として、その過失につい

ては事業者が顧客に対して責任を負うことになろう。運送業者等の独立性の

高い履行補助者については、別扱いする理論もあるが、クラウドサービス業

はまだそこまでの認知を得ていないと思われる。  

  また、クラウドサービスを電力、電気通信、鉄道などと同レベルの社会イ

ンフラと位置づけるかどうかも論点となる。インフラ性を強調して、責任の

限定を主張する立場もあるが、標準化も進んでおらず、業規制も存在しない

ことから、現段階ではインフラ性を過度に強調すべきではなかろう。  

  クラウドサービスの標準化が行われておらず、したがって容易に乗り替え

ることができないという性質から、事業の主要部分をクラウドサービスに依

存している場合には、クラウドサービス業者から、一方的に契約解除や契約

条件の変更を迫られた場合に、利用者である事業者の事業の継続が危ぶまれ

ることになる。いわゆるロックインの問題であり、競争法上の考慮とともに、

契約法上も利用者保護が求められることになる。  

  (3) データ保管上の問題 

 ここでは、クラウドサービス事業者のデータセンターで保管している個人

情報が、セキュリティの脆弱性等の過失が原因で漏えいした場合を考える。 

  まず、事業者や行政機関が、顧客や住民の個人情報をクラウドサービスを

利用して処理し、保管する場合に、それが個人情報保護法でいう「取扱いの

委託」（24 条 4 項 1 号）なのか、「第三者への提供」（23 条 1 項）なのか、い

ずれにも該当しない自己取扱いなのかが問題となる。第三者提供にあたれば、

情報主体の同意がない場合は原則として違法になるが、委託であれば同意は

不要であるものの、必要かつ適切な監督が求められる。クラウドサービス業

者が独立した立場で個人情報を処理したり、利用したりしているわけではな
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いので、自己取扱い性が高いと考えられ、個人情報が匿名化、断片化されて

分散保管されるのであれば一層第三者提供とはいいがたくなる。 

  次に、クラウドサービスの利用者である事業者が、漏えいした個人情報の

情報主体である顧客に対して債務不履行責任等を負い、その求償を利用者が

クラウドサービス業者に対してすることができるのに加えて、情報主体であ

る顧客がクラウドサービス業者の不法行為責任を追及することもできる。前

述のように、インフラを根拠とした責任の制限は時期尚早であろう。  

  (4) 国境を越えるクラウドコンピューティング 

  クラウドサービス業者が海外の業者である場合は、裁判管轄や準拠法、さ

らにそれぞれの国の公的規制の問題が発生する。クラウドサービス業者が国

内業者であったとしても、データ処理やデータ保管の施設を海外に置いてい

る可能性もあり、この場合もとりわけデータ保管や移転をめぐって同様の渉

外問題が起こる。ルールのハーモナイゼーションや国際ルールの取り決めを

進める必要がある。 

 

 

４ クラウドコンピューティングにおける著作物利用の主体 

 (1) 課題 

 高度情報ネットワーク社会推進本部「新たな情報通信技術戦略」３． (3)

は、デジタルコンテンツ市場の飛躍的拡大を課題の一つとして掲げ、同３ .

「コンテンツのデジタル・ネットワーク化」において、「著作権法上の課題

の総合的な検討」を行うべきであるとしている。  

コンテンツのデジタル化・ネットワーク化に伴う著作権法上の課題は数多

いが、なかでも、近年、クラウドコンピューティングにおける著作物の利用

主体をどう考えるべきかについて注目が集まっている。 

クラウドコンピューティングを利用したサービスにおいては、コンテンツ

をユーザーのＰＣ上に保存するのではなく、事業者が提供するクラウドサー

バー上にコンテンツを蓄積しておき、ユーザーがコンテンツを利用したいと

きにその都度ＰＣ、携帯電話など好みの端末に呼び出す形式が採用される

（コンテンツ預け型）。  

この種のサービスの提供に際しては、著作物の複製、送信可能化、公衆送

信が行われるが、はたして、サービス提供事業者が逐一それらの著作権処理

を担う必要があるのか、それとも、ユーザーの私的行為の範囲にとどまり、

私的複製、個人間送信として著作権処理は不要であるのかが、円滑な事業展

開にとって大きな鍵となる。 

著作物の利用主体をどう評価するかについては、従来より、著作権法学上

さまざまな議論がある。昭和 63 年の最高裁「クラブキャツアイ」判決は、
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カラオケスナックにおける音楽著作物の利用主体は、物理的に歌唱している

客ではなく、客の歌唱を管理して利益をあげているカラオケスナックである

と認定した。  

一方、物理的に歌唱しているのは客であるが著作物の利用主体は店である

とする右「カラオケ法理」については、伊藤正巳判事少数意見が「擬制的に

すぎる」と指摘して以来、学説上批判が根強いところである。  

そのような中、平成 23 年１月に最高裁は「まねきＴＶ」「ロクラクⅡ」の

両事件の上告審判決を下し、学説の批判を斥け、著作物の利用主体を規範的

に認定すること自体は法解釈の一般的手法にすぎず問題はない、との方針を

改めて示した。  

「まねきＴＶ」「ロクラクⅡ」両判決の公表後、早くも、「両判決は、わが

国におけるクラウドコンピューティング展開の障害となりうる」との声も聞

かれるところであり、「知的財産推進計画 2011」においても、焦点の一つと

なろう。  

(2) 提言 

    第一に、両判決の射程について、慎重に検討する必要があろう。すでに公

表されている最高裁調査官の解説によれば、両判決の射程は、本件事案であ

る地上波テレビ転送サービスを核とする比較的狭いものにとどまる。 

    第二に、両判決の射程外にある新規事業について、最高裁判決の趣旨をど

こまで及ぼしていくべきか問われることになろう。 

最高裁によれば、著作物の利用主体は、各事例において、事業者とユーザ

ーのイニシアティヴのいずれが「枢要」なものであるかを総合考慮して決定

される。この基準によれば、コンテンツ預け型のうちの多くは、ユーザーの

イニシアティヴが上回っていると評価されることになろう。一方、利用者に

よるコンテンツの取得自体について事業者の関与が不可欠である、と評価さ

れる場合には、事業者が著作物の利用主体とされる場合もあろう。 

このように、今回の最高裁判決が、クラウドコンピューティングに与える

インパクトについて、さらに精査が必要となろう。 
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５ 「共通番号制度」についての再検討 

現在、政府は、すべての国民に対して重複しない番号を付与し、その番号

を公的年金・医療・介護・雇用保険のような社会保障や納税などの分野で利

用する「共通番号制度」の構築を進めている。本年１月には、制度導入に向

けた基本指針もすでに発表されており、平成27年からの利用開始に向けて、

本年中に法案を提出する予定であるという。 

共通番号制度の狙いは、すべての国民の所得や資産に関するデータを正確

に把握することによって、適正な課税や社会保障給付を実現することである。

すなわち、低所得者層への税の還付のみならず、福祉や行政サービス、医療

などの分野で１つの共通番号でさまざまな個人情報が処理されることから、

利便性・効率性は高まり、経済的なメリットも大きいとされている。 

問題は、さまざまな個人情報が一元的に管理されることで、それが漏えい

した場合には回復不可能なプライバシー侵害を引き起こすということである。

政府の基本方針でも、この問題は最優先の取り組み課題とされ、個人情報の

保護体制を監視する第三者機関の設置が明記されている。しかし、本年３月

の福島原発の絶望的な事故や最近のソニーの史上最大数の顧客情報漏えい事

件のように、技術を過信することが取り返しの付かない過ちにつながること

を肝に銘じるべきである。 

すでに住基ネットが稼働しており、全国民には11桁の番号が付与されてい

る。しかし、この番号は一定の事務でのみ利用することになっており、民間

利用も禁じられている。これに対して、「共通番号」は、広範な事務に利用す

ることが想定されており、また、将来は、金融機関での口座開設などでの本

人確認にも使えるようにするなど、民間利用も前提とされている。国民のす

べての経済活動には基本的にこの番号が付いてくることから、国の基本的な

すがたが大きく変わることになる。「共通番号制度」は、国民・住民の人格権

や情報主体としての地位へ重大な影響を与えるものであり、また、自治体の

個人情報保護政策に大きな影響を及ぼす制度である。このような構造的な政

策転換について、自治体、国民・住民のコンセンサスが得られているとは、

必ずしも言えないのではないか。 

さらに、東日本大震災と福島原発事故という、いわば未曾有の国難とも言

うべき事態を前にして、被災地の復興、被災者の救済、福島原発事故の処理

が国家の最重要課題であるところ、6000億円を超えると言われている「共通

番号制度」導入によって新たに発生する行政費用の問題、また制度の導入で

真に適正な課税が実現可能なのかどうかなど、政府には、制度構築による費

用と効果の関係について国民への説明責任が求められている。特に以下のよ

うな点について、政府は、改めて国民に説明すべきである。 
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① 住基コード以外に新たな番号制度が必要なのか 

共通番号制度が、政府が言うように電子政府、行政の電子化推進が狙いであ

るとしても、すでに、住基ネットを基盤とした電子認証ツールを備えた住基カ

ードがある。新たに共通番号や国民ＩＤ〔カード〕制を導入する必要性はある

のか。電子行政サービスについては、それを利用したい国民・住民の選択にゆ

だねられるべきではないのか。個人情報を中央集権的に管理する「共通番号制

度」は、民主党政権が唱える「国民が主役」や「地域主権」の政権公約に矛盾

しないのか。日本国憲法第13 条〔個人の尊重〕や第22 条〔転居移転の自由、

移動の自由〕をはじめとした各種の自由権の侵害につながらないのか。 

② 共通番号の可視化利用は成りすまし犯罪を誘発することにはならないのか 

すでに住基カードの成りすまし申請取得や濫用といった問題が現実に起こ

っている。しかし、住基番号がなりすまし犯罪に使われた事例は現在まで報告

されていない。これは、住基番号が住民本人と行政庁以外の第三者が容易に知

り得る、目に見える番号の仕組みになっていないからである。これに対して、

「共通番号」は可視化し一般に公開して使うことが想定されており、これが番

号自体を使った成りすまし犯罪の多発につながらないのか。 

③ 給付付き税額控除導入に納税者番号が必ず必要なのか 

いわゆるワーキングプアを支援する仕組みとして給付付き税額控除制度が

必要であると言われている。給付付き税額控除制度の導入には正確な所得把握

が必要となる。しかし、「共通番号制度」を構築することによって、個々人の

正確な所得把握を実現することがはたして可能なのだろうか。海外でも給付付

き税額控除を採用していながら納税者番号制度を採用していない国もある。 

④ 分野別に異なる番号を限定利用するセパレートモデルの何が不都合なのか 

年金・介護・医療・納税など、分野別に異なる番号を限定利用するセパレー

トモデルは非効率との意見がある。しかし、効率性や利便性を優先して、憲法

上保障されている国民・住民の基本的な人格権を犠牲にすることがあってはな

らない。この人権保障のための一定の非効率こそが国民・住民の自由権を護る

砦となる。しかも、すでに住基ネットがあり、各限定番号は実質的にリンケー

ジ（接合）可能である。このようなセパレートモデルの何が不都合なのか。 

 

以上のような点について、十分な議論がなされないと、われわれは将来に「負

の遺産」を残すことにもなりかねないのである。 
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６ 共通番号制度と個人情報保護 

（1） 番号制度に対する懸念と対応策 

社会保障・税に関わる番号制度が導入されようとしている。共通番号制度

と呼ばれることがある。これに対し、反対意見、批判的な意見、懸念などが

表明されている。そのうち、懸念については、①国家管理への懸念、  ②個

人情報の追跡・突合に対する懸念、③財産的被害への懸念、であると整理さ

れている（社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会「社会保障・

税番号要綱」（2011 年 4 月 28 日）4 頁）。しかし共通番号制度は、大災害時

に被災者救援・震災地復興に貢献する側面もある。  

番号制度の成否は、上記の懸念にどのような制度的対応及びシステム的対

応を図ることができるかにかかっている。この問題は、社会保障・税に関わ

る番号制度に関する個人情報保護 WG（以下「WG」）で検討されてきたので、

それをも踏まえながら、論じることにする。前述の懸念への対応は、次のよ

うになっている。  

○ 国家管理への懸念  

・ 制度上の保護措置―第三者機関の監視、自己情報へのアクセス記録の確認  

・ システム上の安全措置―個人情報の分散管理、「番号」を用いない情報連携  

○ 個人情報の追跡・突合に対する懸念  

・ 制度上の保護措置―法令上の規制等措置、第三者機関の監視、罰則強化 

・ システム上の安全措置―「番号」を用いない情報連携、アクセス制御、個  

人情報及び通信の暗号化  

○ 財産的被害への懸念  

・ 制度上の保護措置―法令上の規制等措置、罰則強化  

・ システム上の安全措置―アクセス制御、公的個人認証等  

  これらの中で重視されているのが、「第三者機関」である。  

（2） 第三者機関のグローバル・スタンダード 

プライバシー・個人情報保護における第三者機関（独立監視機関）は、ヨ

ーロッパ諸国、カナダ、オーストラリア、ニュージランドなどでは、早くか

ら設置されてきた。アメリカの連邦取引委員会（Federal Trade Commission, 

ＦＴＣ）もその中でプライバシー・個人情報保護を所管しており、独立監視

機関であるととらえることができる。 

日本は、個人情報保護の独立監督機関を欠いているため、この分野では世

界的に「仲間はずれ」の状況にある。残念ながら、そのような認識すらない。  

   第三者機関といわれているのは、一定の要件を備えているものでなければ

ならない。それは、次のようなものである（「資格に関する委員会の基準及

び規則並びに認定の原則」（2001 年 9 月 25 日データ保護プライバシー・コ

ミッショナー国際会議採択（2010 年 10 月 29 日データ保護プライバシー・
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コミッショナー国際会議改定））による）。  

○ 適切な法的根拠に基づいて設置された公的機関であること。  

○  個人データ保護・プライバシー保護に関する法律の施行について監督権

限を有すること。  

○ 所掌事務を定めている法律が，データ保護・プライバシーに関する国際的

な枠組みに準拠していること。  

○ 適切な範囲の法的権限を有していること。  

○ 適切な自主性・独立性を有していること。  

また、1995 年 10 月 24 日採択のＥＵ（European Union）データ保護指令

は、日本でいう第三者機関に相当する「監視機関」について、7 項にわたって

要件を規定しているが、その第 1 項で「この機関は、委任された職権を遂行

する上で、完全に独立して（complete independence）活動しなければならな

い」としている。  

（3） 第三者機関の設置予定と課題  

社会保障・税に関わる番号制度において個人情報保護は、極めて重要であ

り、とりわけ、日本の個人情報保護法制では、これまで議論されながらも、

採り入れられなかった第三者機関（独立監視機関）の設置は、必須である。  

社会保障・税に関わる番号制度に関する政府・与党社会保障改革検討本部

において、2011年１月31日に決定した「社会保障・税に関わる番号制度につ

いての基本方針」でようやく第三者機関の設置が明記された。日本でも第三

者機関の設置予定が明確になったといえる。  

これを受けて、ＷＧにおいては、その具体化について検討してきた。その

結果に基づいて、2011年６月30日に、政府・与党社会保障改革検討本部で決

定された「社会保障・税番号大綱」は、第三者機関の設置の必要性、その権

能などを掲げるに至っている。  

   重要なポイントは、第三者機関のグローバル・スタンダードを踏まえなが

ら、「独立性」を確保できる第三者機関を日本で設置することである。  

しかし、現在構想されている第三者機関が対象とするのは、共通番号に係

る個人情報に限られる。今後、第三者機関が個人情報保護全般を対象とする

ことができるように、各方面で検討されるべきである。それについて、日本

学術会議においても議論し、提言することが、新たな「最適ＩＴ社会」を構

築する上で、極めて重要な意味を持っていることを認識する必要がある。 
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７ IT 社会におけるプライバシー権と不法行為法による保護 

 (1) プライバシー権の伝統的な理解                                               

   プライバシー権とは、古典的には、「私生活をみだりに公開されないとい

う法的保障ないし権利」（ひとりにしておいてもらう権利）であると定義さ

れた（東京地判昭和 39･9･28 下民集 15 巻 9 号 2317 頁参照－「宴のあと」

事件）。この定義からも明らかなように、プライバシー権は、消極的な権利

として捉えられていた。しかし、1960 年代以降、コンピュータの普及に伴

い、個人情報の収集とその利用という新たな事態が生じ、プライバシー権も、

「自己の情報をコントロールする権利」という、より積極的な権利として定

義されるようになった。そして、1970 年代には、プライバシー権は、自己

決定権として憲法上の権利であることが承認された。 

(2) 不法行為法による保護の要件   

   プライバシー権が侵害された場合には、金銭による損害賠償のほか、差止

めも認められる。しかし、謝罪広告については、プライバシーの侵害が、名

誉毀損におけると異なり、社会的評価の低下を要件としないため、一般的に

は否定に解されている。 

   問題となるのは、どのような場合にプライバシーの侵害が認められるかで

ある。この問題につき、上記の「宴のあと」事件判決は、次の三つの要件を

提示した。すなわち、公開された内容が、①私生活上の事実または私生活上

の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性

を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認め

られる事柄であること、③一般の人々に未だ知られていない事柄であること

を必要とする。しかし、最高裁は、より端的に、事実を「公表されない法的

利益」と「公表する理由」との比較衡量によって、プライバシー侵害の違法

性を判断している。例えば、最高裁は、区長が弁護士照会に応じて原告の前

科等を報告した事件につき、前科等は、「人の名誉、信用に直接にかかわる

事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の

保護に値する利益を有する」とし（最判昭和 56･4･14 民集 35 巻 3 号 620 頁）、

また、前科等を著作物において実名で公表した事件についても、前科等の事

実は、「その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項」であるとした。

しかし、「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法

的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合」もあり、

公表する理由よりも「公表されない法的利益が優越する」場合には、不法行

為が成立するとしている（最判平成 6･2･8 民集 48 巻 2 号 149 頁－「逆転」

事件）。そして、また、最高裁は、週刊誌による実名類似の仮名を用いた少

年犯罪の報道について、犯人情報と履歴情報は「他人にみだりに知られたく

ない（原告）のプライバシーに属する情報である」としつつ、平成 6 年判決
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を引用し、「プライバシーの侵害については，その事実を公表されない法的

利益とこれを公表する理由とを比較衡量し，前者が後者に優越する場合に不

法行為が成立する」とした（最判平成 15･3･14 民集 57 巻 3 号 229 頁）。 

    ところで、従来のプライバシー侵害の事案は、いずれも表現の自由との調

整が問題となるものであり、比較衡量の手法が妥当した。しかし、今後のＩ

Ｔ社会におけるプライバシー侵害の問題として懸念されるのは、個人情報の

流出であり、この場合には表現の自由との調整という問題は生じない。この

点において参考となるのが、比較衡量の手法を用いずにプライバシー権を保

護した最高裁平成 15 年９月 12 日判決（民集 57 巻８号 973 頁－早稲田大学

江沢民講演会事件）である。その事案は、大学が主催した中国主席の講演会

の参加者名簿を参加者の同意なく警視庁に提出したものであり、最高裁は、

学籍番号・氏名・住所・電話番号のような「個人情報についても，本人が，

自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは

自然なことであり，そのことへの期待は保護されるべきものであるから，本

件個人情報は，プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」とし

た。そして、参加者に「無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為

は，（参加者）が任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理につ

いての合理的な期待を裏切るものであり，（参加者）のプライバシーを侵害

するものとして不法行為を構成する」と結論した。この判決では、個人情報

の「適切な管理についての合理的な期待を裏切る」ことがプライバシーの侵

害に当たるとされている。 

(3) 今後のＩＴ社会におけるプライバシー権 

    2015 年１月からの利用が予定されている共通番号制度は、個人の医療や

年金に関する記録、所得に関する内容など、その扱う情報が多岐にわたり、

流出による危険性が問題となる。また、近時は、大企業による顧客情報の流

出も問題とされている。それゆえ、個人情報の適切な管理が不可欠であり、

仮に情報が流出した場合には、「適切な管理についての合理的な期待」が裏

切られたものとして、プライバシー権の侵害が認められる。ただし、東日本

大震災のような緊急時に、犠牲者の身元を確認するためにその所持していた

携帯電話の契約者名を公表することは違法ではなく、不法行為には該当しな

い。  

以上のような不法行為法による保護の要件からは、プライバシー権は、自

己の情報が適切に管理・保護されることを期待する権利として捉えることが

できる。この考えは、プライバシー権を「自己情報保護期待権」とする見解

と軌を一にする。すなわち、ＩＴ社会におけるプライバシー権は、「自己の

情報をコントロールする権利」という側面のほかに、そのコントロールがで

きない場合には、「自己の情報が保護されることを期待する権利」としての
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側面をも有していると考えられる。 

 

 

８  ＩＴ社会における法教育  

「新たな情報通信技術戦略」は、「教育分野の取組」として、「ⅰ）双方向で

のわかりやすい授業の実現、ⅱ）教職員の負担の軽減、ⅲ）児童生徒の情報活

用能力の向上」を視野に入れて、「学校教育を実現できる環境を整える」とし

た上で、具体的には「各種情報端末・デジタル機器等を活用したわかりやすい

授業」や「デジタル教科書・教材などの教育コンテンツの充実」をあげるとと

もに、「公民館、図書館等の社会教育施設の活用、放送大学、ｅ=ラーニング等

によるリテラシー教育の充実など、生涯学習を推進する」としている。  

  「ＩＴ社会と法」という観点から見た場合、以上の取組は、今日における「法

教育」の推進と関連づけて、推進されるべきものと考えられる。以下において

は、法教育の現状を概観した上で（1）、デジタル化された教材・情報の整備（2）、

生涯学習との連携（3）、法教育の素材・内容としてのＩＴリテラシー（4）、積

極的な法学習と法参加（5）、について提言する。  

 

(1) 法教育の現状  

司法制度改革の大きな枠組みの中で、国民と司法との関係の強化のための

施策が講じられている。司法へのアクセス（ＡＤＲなど）や司法への参加（裁

判員制度など）などが進められているが、一連の政策の基盤となるべき施策

として、司法を含む法一般につき、国民の意識・認識を高めることが求めら

れる。そのための方策が「法教育」である。「法教育」とは、専門家育成の観

点から行われる「法学教育」とは異なり、市民教育の一環として、全国民を

対象になされる法の教育を指す。  

  このような意味での「法教育」の必要性は、法曹界（最高裁や日弁連など）

や教育現場（社会科教師）から説かれるとともに、行政（法務省や文部科学

省）においても認識されるようになっている。たとえば法務省では、法教育

研究会を設置して教材を開発し、続いて法教育推進協議会を設置し、法教育

の普及に努めている。文部科学省においても、小中高等学校の新指導要領に

おいて、法の教育につき、従来よりも格段に立ち入った言及をしている。ま

た、法学界・教育学界の双方から参加者を得て、「法と教育」学会も設立され

るに至っている。  

 

(2) デジタル化された教材・情報の整備  

教育現場において「法教育」を推進する際に直面する問題点の一つとして、

教材や情報の不足が挙げられる。法教育は意識的に展開されてから間もない
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こともあって、教材の開発が十分でなく、また、様々な実践例に関する情報

を取得することも容易ではない。  

そこで考えられるのは、法教育に関する教材や情報を集約し、デジタル化

した形で提供することである。このような試みはすでに一部で始まっている

ものの、まだ、適切な規模にはなっておらず、また、その試み自体が必ずし

も十分に知られているとはいえない。 

今後なすべきことは、教材開発については、①法教育教材の開発の促進、

②開発された教材の収集・整理・公開、③教材の実際の利用法・利用例の収

集・整理・公開、③教材改良のための場の設定などである。また、情報提供

については、④各種イベントや各地の関係団体等の動向に関する広報システ

ムの確立、⑤講師派遣などの仲介システムの確立などである。以上を行うた

めには、法教育情報センターのような組織を設立することが望ましい。  

なお、デジタル化は災害等によって教材の配布・入手が困難になった場合

に大きな威力を発揮することを付言する（教材に限らず、デジタル化による

実務書の提供についても同様である）。 

 

(3) 生涯学習との連携  

「法教育」の対象として、これまで念頭に置かれてきたのは、主として小

中高等学校の児童生徒であった。もちろん、児童生徒に対する法教育は重要

であるが、これと並んで、生涯学習（社会教育）の一環として法教育を推し

進めることが必要である。  

   その理由は二つある。一つは、直接的な理由である。消費者被害のうち高

齢者が占める割合は依然として大きい。それゆえ、高齢者に法的な知識だけ

でなく法的な素養を身につけてもらうことは、喫緊の課題である。今日では

様々な法情報はデジタル化した形で提供されることを考えると、ＩＴ機器に

習熟してもらうことも必要である。もう一つは、間接的な理由である。法教

育に普及のもう一つの障害として、その担い手が不足していることが挙げら

れる。小中学校の教員の多くは、法学部で法を学習した経験を持つわけでは

ないからである。他方、団塊の世代が退職しつつある今日、地域社会には学

習意欲を持つ退職者が少なくない。その中には法学部出身の人々や職業生活

において法律に関係した人々も多数含まれている。こうした人々に法学を再

学習してもらうとともに、自分たちの孫の世代に伝えてもらうことができる

ならば、法教育は大きな広がりを持つことになる。  

   後者の観点からは、次のような施策が考えられる。第一に、放送大学や地

域の社会教育施設において、成年向けの法教育講座を開設すること、第二に、

そうした講座の中には「法教育サポーター」の養成講座を含めることである。

これによって、自ら学ぶ者が同時に教える者になり、世代から世代に法を伝
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えていくことが可能になる。なお、こうした法教育講座の講師としては、各

地の弁護士・司法書士の協力を得るほかに、法科大学院生をボランティアと

して起用することが考えられる。そのためには法科大学院において、法教育

の授業を開設することが望ましい。  

 

(4) 法教育の素材・内容としてのＩＴリテラシー  

これまでに法教育の素材として用いられてきた事例は、さまざまな法領域

にわたる。しかし、今日の若い世代に関心を惹き学習の効果をあげるには、

ネット関係の素材（名誉毀損事件など）が有効なようである。また、ＩＴ社

会においては、インターネットの利用に関連して市民が法律問題に巻き込ま

れることが増えている。  

   以上の点に鑑みるならば、法教育の授業においてネット関連の問題をとり

あげることは、素材としても有効であるだけでなく、法的な意味でのＩＴリ

テラシーを高める上でも必要なことであると思われる。たとえば、安全・安

心に関するデマ情報の識別にかかわる問題などが取り上げられるとよい。今

後の教材開発においては、以上の点に留意することが望まれる。 

 

(5) 積極的な法学習と法参加 

   司法制度改革審議会意見書(2001 年)では、統治主体たる国民の積極的な司

法への参加と、その前提として、学校教育その他の場面における国民の学習

機会の充実が強調されている。それと「新たな情報通信技術戦略」を結びつ

ければ、①法を学ぶとは、単なる受動的な法的知識の獲得ではなく、より能

動的で、法参加と結びつくものであり、②そのような能動的な法教育を、Ｉ

Ｔ技術が支えるということであろう。 

① 積極的な法学習  

    法を学ぶとは、単にテキスト的な知識を書物、授業などで獲得すること

ではない。能動的で法参加と結びつく法の学習は、双方向的な学び、つま

り、教師と学習者とのインタラクティヴな学習、そして学習者同士で互い

に教え合う、ということが重要である。そのような学習を通じて、テキス

ト的知識を超えた、適切な法的判断力を身につけることができる。そして

このようなインタラクティヴな学習には、さまざまなＩＴ環境、ＩＴツー

ルを利用することが不可欠であろう。 

ア 法学上の問題については、唯一の絶対的な正解というものはないから、

そこでは、クラスの討論の中で最適な解に収束させていくということが

試みられなければならない。そのことは、学習者は、自らの立ち位置を

確認し（自分の判断の自己モニタリング）、それを修正していくことを

意味する。このような学習においては、学習者の意見は授業、討論の進
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行とともにダイナミックに変化する。そのような中で、教師と学習者、

そして学習者の中での双方向コミュニケーションを可能にし、このダイ

ナミックな変化をモニタリングし、集団討論のプロセスを適切にコント

ロールするために、ＩＴ技術が不可欠なのである。現在、討論の途中で

の賛否の分布を知るための非常にプリミティブなＩＴツールが開発さ

れ、授業で使われることもあるが、今後は、各参加者の議論の内容を集

約し、それをリアルタイムで参加者に伝えるより高度なＩＴ機器が必要

とされる。それによって、双方向授業、集団討論を通じて、法的学習を

深化させることができる。  

イ このような法的学習は、より高度なＩＴ機器とネットワーク環境が提

供されることにより、１カ所に集まったクラスで行われるだけではなく、

将来的には地理的に離れた人々が、ネット上で学習することを可能にす

るであろう。  

    ② 法参加  

    法学習の目標は、「法を知り、法に従う」ではなく「法参加」である。そ

れは民主主義社会における市民に期待されたイデオロギー的標語にとどま

るものではない。そのもっとも象徴的で可視的なケースが裁判員裁判への

参加である。現在、模擬裁判が各地（高校における活動など）で試みられ

ているが、模擬裁判を実践することはコストや時間の関係で必ずしも容易

ではない。 

    模擬裁判への参加が、法参加を促すための学習として重要な営みである

とすれば、それを容易にするために、ＩＴ技術を用いたコンピュータネッ

トワーク上の仮想空間上で、ある種のロールプレイゲームとしてそれを可

能にすることの意義は大きいと思われる。さらに、仮想空間上でのロール

プレイ、シミュレーションを用いた法参加に結びつく学習は、裁判員裁判

に限られるわけではなく、多くの場面で可能である。このような学習を通

じて法参加に積極的な市民を作り上げていくことが可能であろう。  

    さらに、今回の東日本大震災と福島原発事故を踏まえれば、ロールプレ

イ、シミュレーションの場面として、災害にあったときなどの緊急時にお

ける、法的判断、法的行動などを取り上げることも意味があるだろう。  
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９ 地域の絆の再生と新市場の創出―中小企業の資金調達の観点を中心に 

(1) 動産や売掛金担保の更なる強化 

近年、従来の不動産（土地・建物）担保による資金調達への過度の依存か

らの脱却がひろく論じられてきた。もともと、不動産保有が十分でない中小

企業の場合、いったん極度額まで抵当権設定すれば、それ以上の融資を得ら

れる道が閉ざされる。その上にリーマン・ショックを経て東日本大震災が起

こり、中小企業の資金調達手段の確保には、さらなる工夫が求められている。

この点、支払いの繰り延べや無担保融資は、復興時の緊急措置としては有効

であっても、それだけでは復興後の健全な中小企業育成・新市場創出にはつ

ながらない。  

したがって、構造的かつ継続的に中小企業の資金調達を確保し、ひいては

地域経済を活性化するためには、やはり流動資産（売掛金や在庫）をいかに

活用するかという問題になろう。いわゆる動産債権担保融資（ＡＢＬ、流動

資産一体型担保融資）の拡大が急務となる（注、ＡＢＬについては、米国で

はすでに大企業を含めた実績のある資金調達手法として確立しており、我が

国では中小向け融資として 2005 年から開始されている。中小企業の具体的規

模については限定せずに論じられているが、在庫管理や取引先把握等につい

て融資金融機関がモニタリングを行っていくのが特徴であるため、それに耐

えるデータ管理ができている企業であることが必要と考えられる。平成 23 年

6 月には日本銀行が中小・ベンチャー企業を対象としたＡＢＬ等に 5000 億円

の新貸出枠を設定する旨発表したことが報道されている〔23 年 6 月 15 日付

け日本経済新聞参照〕）。  

これを法システムの観点から具体的に言えば、取得した流動資産の第三者

への対抗要件を十分な公示力をもって確保する、債権譲渡登記、動産譲渡登

記の使い勝手の改善と機能強化の検討が必要となろう。これらは、譲渡情報

を法務局のコンピューターに登記するもので、平成 10 年に債権譲渡特例法に

よって創設された債権譲渡登記は、すでに平成 17 年の段階で、登記債権件数

が１年間で 45,231 件、同じく登記債権個数で 68,780,354 個という実績を示

し、その後も利用が順調に増加して、いまや非常に重要な公示制度となって

いるが、平成 16 年に動産債権譲渡特例法に増補して創設された動産譲渡登記

のほうも、動産担保にそれまでになかった可視的な公示機能を与える手段と

して現在成長中である。ただ、両者はいずれもオンライン化申請まで実現し

ているのだが、平成 22 年の経済産業省のアンケートによれば、まだオンライ

ン利用は非常に少ない。動産譲渡登記の見直しは政府の「新成長戦略」（平成

22 年 6 月 18 日閣議決定）に挙がっているものであり、債権譲渡登記の普及

に続く動産譲渡登記の発展は、一つの課題となろう。  

ただし、動産譲渡登記に関して、目的適合的に占有改定よりも強い登記に
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しようとするのであれば、法理論的に言って、本来の第三者対抗要件である

引渡しとの関係からすれば、占有改定のほうを弱くする（第三者対抗要件と

しない）ことが必要と思われる。現在の物権法実務を大きく改変する作業は

長期的な課題として、まずは現行登記制度の使い勝手の改善や、在庫動産の

評価基準のガイドライン作成などが緊急の作業と理解されるべきである。 

(2) 在庫の確認と物流の確保 

動産担保融資を推進するためには、①在庫評価システムの確立②ＩＣタグ

の活用が必要と考えられる。ことにＩＴ化の観点からいえば、ＩＣタグの活

用は、在庫管理に役立つとともに物流の確保に資するもので、動産担保融資

以外でも企業の速やかな資金調達に大変有用と考えられる。これらについて

も法的・制度的支援を考えるべきである。普及段階の政府補助や、流通の可

視化のためのタグ使用の義務付けないし奨励等が考えられる。ＩＣタグ自体

は、すでに相当の分野で商品に付されて使用されており、肉牛等に付される

例もある。タグの低コスト化によって、さらに進展が見込まれる。  

(3) 電子記録債権の手形代替利用と担保活用の確立 

  商品の所在・移転はＩＣタグで管理して、売掛金は電子記録債権として管

理するというのが、取引電子化のひとつの目標形態であろう。平成 19 年に公

布された電子記録債権法は、すでにいくつかの電子債権記録機関が稼働を始

めているが、平成 24 年 5 月に予定される、全国銀行協会の全金融機関加入型

記録機関『でんさいネット』が業務を開始すると、急速に手形を代替するも

のとして普及する可能性がある。もちろん手形代替は電子記録債権の機能の

一つにすぎないが、手形代替にもまず大きな利点がある（手形の紙の管理・

交換という手間がいらない、印紙税が不要、手形と異なり分割弁済等の処理

も簡単にできる。記録機関の電子データさえ確保できれば、手形を遺失した

場合の不都合等が起こらない等）。  

ただ手形代替には、大企業には確実にメリットがあるが、納入側の中小企

業にはそれほど新しいメリットが生まれるわけではない。納入側の資金調達

のためには、中小企業の資金調達手段として現在広く行われている売掛債権

担保融資を電子記録債権でもできるようにする（電子担保）のが一つの目標

であろう（なお、電子記録債権には、持ち合いの債権を相殺し支払等記録を

して相殺の正確な記録を残すという利用法があり、これは企業グループ内の

ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に活用できる。実際の資金

移動なしにファイナリティのある決済ができるという意味で画期的であり、

災害時の処理を考えても、普及を検討すべきである）。  

(4) 中小企業のＩＴ格差の是正 

  以上の意見の実現のためには、中小企業に一定のＩＴレベルのあることが

前提となる。動産債権担保融資の場合も、少なくとも融資を受ける企業が会
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計処理や売掛先・在庫の管理をデータ化できていることが必要である。災害

地の企業に対しては、ＩＴレベルの回復のための一定の公的支援があってし

かるべきであり、もともとＩＴレベルの整っていない企業には、個別の企業

努力にゆだねるだけでなく、公的なＩＴ導入教育の必要もある。さらに、全

国規模の施策においては、ＩＴ（ないしＩＣＴ）後進地域があってはならな

い。いずれにしても、国のＩＴ施策の基本として、費用対効果を十分に意識

し、実際に「利用される」制度の創設を第一義的に考え、「利用する」国民の

側の環境整備に配慮するべきである。またそのことは、震災復興の現時点に

おいては、より強く意識されなければならないであろう。  

 

 

おわりに ― 本提言のまとめ 

 

以上の考察から、我が国の復興と新成長のためには、単なる「最新」「最先端」

の追求ではなく、「持続可能な安心・安全」の実現のための社会修補や社会強化

を意識しつつ情報技術革新を取り込む「最適」ＩＴ化社会の構築を目指すこと

が必要と考えられる。ＩＴ戦略本部の「新たな情報通信技術戦略」が、重点三

本柱として①国民本位の電子行政の実現②地域の絆の再生③新市場の創出と国

際展開を掲げているのは方向性として適切であるが、さらに、法的側面から見

たＩＴ社会の最適化を考えるならば、同「戦略」の実施に対して示唆すべきポ

イントは、以下の３点にまとめられよう。 

〔ポイント１〕 

ＩＴ化に係る法システムのマクロ的把握（エネルギー政策、クラウドコンピ

ューティング）とミクロ的把握（国民生活の便宜と個人情報等）のバランスを

とる。 

〔ポイント２〕 

短期的視点（震災対応も加えた、より緊急性の高い問題）と長期的視点（持

続可能な安心・安全な社会の構築、それを支える教育の問題）をはっきりと区

別する。 

この二つのポイントは、もちろん相互に関連する。また、たとえば、一般的

には長期的視点に分類される教育の問題の中にも、震災対応のシミュレーショ

ン教育など、対応を急ぐべきものもあろう。いずれにしても、ＩＴ施策におい

ては、国家的インフラ整備の問題と、国民個々の利益・権利の保護の問題をバ

ランスよく目配りする意識が必要である。 

〔ポイント３〕 

上記２ポイントを踏まえた優先順位づけと、費用対効果の重視を徹底して立

法等の施策を行う。 
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国のＩＴ施策は、東日本大震災の復興という要請から、緊急性の順位付けを

最重視し、さらに、これまでのＩＴ施策の中で利用度の低いものについてその

理由を詳細に分析して、費用対効果の高いものを設計していくべきである（ま

た、今回の大震災の教訓から、さまざまなＩＴツールの災害に対する強さ弱さ

も十分に検証して、施策に反映させるべきであろう）。言うまでもないことなが

ら、これまで以上に、税金の無駄遣いと評される結果は許されないということ

を強調しておきたい。また、上記のＩＴ施策を実現するための特別法、時限立

法等の制定について、国民のニーズを汲んで迅速に対応することが肝要である。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 


